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Abstract: TitleVI1 0f thc lElementary and Sccondary Education Act enacted in 1968,well known as the “Bi―

lingual Education Act'', was replaced by the“ No Child Left Bchind ALct of 2001''which was signed into law

by Presidcnt Bush on January 8,2002.Thc cxpiration of the``Bilingual Education Act"rneans the elinlination

of not only bilingual programs, but also the spirit of multiculturalisnl in the sense of tolerance and respect

for diversity.This paper secks to compare the purposes of the ``Bilingual Education Act of 1968" with those

of the “No Child Left Bchind Act of 2001", and tries to expound why thc ``Bilingual lEducation Act'' is

needed to procced us to real democracy.

2002年 1月 ,そ れまでの教育政策を大 きく転換 さ

せる一つの法律が制定された。“No Child Lei Bchind

Act of 2001"(お ちこぼれを出すな=以下 “NCLBA"

とする)と 呼ばれる教育法である。これは連邦法「初

等・中等教育法」(the Elementary and Secondary Educa…

tion Act)の 修正であり,今回の修正は 1965年の成立

以来,最 も一変 した内容となった。この修正法は,社

会的・教育的に不利益な立場に置かれている子どもた

ちの学業達成を目的とし,それに対する連邦政府の役

割を再定義している。その基本原則として,①結果ヘ

の責任強化,②柔軟性と地域主体性の増長,③親の選

択権の拡大,④有効性の証明された教育方法の強調を

掲げているD。
言語教育については,英語に熟達 して

いない子どもたちの英語能力の強化に対する支援を全

面的に打ち出し,彼らの達成目標として流暢な英語能

力の獲得や英語による高レベルな学力達成などを挙げ

ている。

しかし,こ のような修正法制定の陰で,あ る教育法

の幕が静かに閉じられていた。連邦法「修正初等・中

等教育法」タイトルⅦとして 1968年 に制定された
,

いわゆる「バイリンガル教育法」 (the Bilingual Educa―

tion Act)である。これは,経済的に貧困な家庭に育

ち,主要言語を英語以外の言語とする,英語を話す能

力が十分でない子どもたちの学業不振を,母語と英語

を教授手段とする “バイリンガル教育"に よって改善

を試みた教育法であった"。 しかしNCLBAの 制定に

よって,「バイリンガル教育法」は事実上終焉した"。

修正法内に,も はや “バイリンガル教育"と いう言葉

は見られない。

そこで,本稿は,こ の “「バイリンガル教育法」の

終焉"が意味するものは何であったのかを考察する。

そのために,ど うして「バイリンガル教育法」の成立

が求められたのか, また,目 的はどのようなものであ

ったかを明らかにしなければならない。これらを,1968

年制定当初の条項と制定前年に開かれた上院の公聴会

記録を参照しながら検討する。そして,NCLBAの 目

的を記した条項と比較検討した上で 「バイリンガル

教育法」の終焉について考え, さらに,今一度「バイ

リンガル教育法」の意義を改めて確認したい。

ケ
」めは
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I「バイリンガル教育法」制定

を支えた社会的背景とは ?

「バイリンガル教育法」を理解するために,ま ず ,

その制定を可能にした社会的要因から検討 しなければ

ならないc

A:公民権運動

1950年代半ばから 1960年代にかけて繰 り広げられ

た公民権運動は,法的に平等な権利・民族文化の復活

・文化尊重の権利をマイノリテイに与えた。マイノリ

ティの母文化への回帰は一つの人権として捉えられ
,

彼らの文化に対する評価は劣等的な過去の遺産から尊

重 し保持すべき資産へ と変化 した。そしてマイノリテ

イの母語 も,英語習得を妨害する「問題」から,言語

使用における基本的「権利」 として認められるように

なった。このような社会的変動のなかで,黒人をはじ

めとするマイノリテイ生徒は,マ ジョリテイ生徒と同

等の「教育の機会と結果の平等」を求めるようになっ

たc

B:補償教育の発展

公民権運動や文化剥奪論により,1960年 代以降 ,

補償教育は教育政策の一つの基本理念となった。貧困

・差別・文化景J奪のために教育機会や教育サービスを

享受できず,不利益な立場に置かれていた子どもたち

に “補償"す る教育が実施されるようになったのであ

るc具体的には 1964年制定の「経済機会均等法」(the

Economic Oppo■ unity Act)や 1965年制定の「初等 0

中等教育法」などによって,補償教育の実施が法的に

も保証され,貧困で教育的に不利益な立場にあつた子

どもたちの文化的・社会的状況に配慮 した教育が促進

されるようになった。

C三 外国語教育の促進

第二次世界大戦後の冷戦構造の中で,旧 ソ連は 1957

年に世界初の人工衛星スプー トニク I号 (Sputnik I)

の打ち上げに成功 した。出し抜かれたアメリカ連邦政

府は,科学・軍事技術の発展や諸外国との軍事的 0文

化的協調の必要性を強 く認識するようになり,翌 58

年に連邦法「国家防衛教育法」 (the Na●ond Defense

Educadon Act)を 制定させた。この教育法によって
,

国防のための科学技術教育は当然のこと,政治的・経

済的発展のための多言語能力の開発にも力が注がれる

ようになり,外国語教師養成や外国語教育振興に対 し

てこれまで以上に助成金が多 く害Jり 当てられるように

なった。
。
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D:全米教育協会のイニシアチブ

1960年代初頭のフロリダ州におけるキューバ難民

に対するバイリンガル教育の実施を受け,言語マイノ

リテ イを多 く抱える南西部各地でもバイリンガル教育

に関する研究会や会議が開かれた。その中で全米教育

協会 (NEA)は ,1966年 10月 にアリゾナ州ツーソン

で「南西部の学校におけるスペイン語を話す子どもた

ち」と題したシンポジウムを開催し,幅広い関心を集

めた。さらに,同年 12月 には,シ ンポジウムの成果

と追加調査の結果を集約した「姿の見えないマイノリ

テイ」 (Thc ln宙 JЫ c Mhority)と いう報告書をまと

め,バ イリンガル教育がいかに有効であり,必要とさ

れているかを説いた。このような全米教育協会による

啓蒙活動とイニシアチブが,バ イリンガル教育の必要

性を南西部に止まらず全国に知らしめた。

以上のように,「バイリンガル教育法」は,公民権

運動による人権尊重とそれを可能にする法的整備,貧

困問題への連邦政府の積極的な関与,マ イノリテイ文

化剥奪への補償,英語以外の言語の有用性の増大,全

米教育協会の問題提起など,国家 0社会・教育現場の

合致 した要求によって,1967年 1月 に最初の法案が

上院議会に提出された。その後,同様の法案が下院議

会にも提出され,「バイリンガル教育法」は同年 12月

に上下両院議会を速やかに通過した'。

Ⅱ 1968年 「バ イリンガル教育法」 とは
,

どんな教育法か ?

では,こ のような社会的背景の中で誕生した「バイ

リンガル教育法」とは, どのような教育法であったの

か。その条項から,「バイリンガル教育法」の内容を

検討する。

1968年 1月 2日 ,当 時のジョンソン大統領の署名

を得て成立した連邦法「修正初等・中等教育法」のタ

イトルⅦ,い わゆる「バイリンガル教育法」は,第 1

条 :〈 略タイトル名〉(Short Title),第 2条 :〈 政策の

宣言〉(Declaralon of Policy),第 3条 :〈 認定と基金

の分配〉(Authorizadon and Distribution of Funds),第

4条 :〈 連邦基金の用途〉(uses of FederJ Funds),第

5条 :〈 助成金の申請と承認の条件〉(Applications for

Grants and Condidons for ApprovJ),第 6条 :〈 支払

い〉(Payments),第 7条 :〈 諮問委員会〉(Advisory Com―

mittcc),第 8条 三〈賃金基準〉(Labor Standards)の 八

条項と三つの付帯条項から成っている・ 。ここでは
,

その政策や目的が定められている第 2条 ,第 4条 の内



容を確認する。

第 2条 〈政策の宣言〉「合衆国における多 くの英語

を話す能力が十分でない子どもたちの特別な教育要求

を認識 し,こ れらの特別な教育要求に見合った新 しく

創造的な初等・中等学校プログラムを開発 し実現する

ために,地方教育行政機関に対する財政援助の行使を

合衆国の政策とすることを議会において宣言する。こ

のタイトルにおいて,英語を話す能力が十分でない子

どもたち (children of limited English― speaking ability)

とは,英語以外の言語が優位言語である家庭環境から

やってくる子 どもたちを指す」
つ

第 4条 〈連邦資金の使用〉「このタイ トルにおける

助成金は,第 5条 によって承認された申請書に従って

使用される―

(a)(A)年 収が 3000ド ル以下,(B)社会保障法タイ

トルⅥの適用を受けている家庭環境の子 どもたちが多

く集まる学校において,英語を話す能力が十分でない

子どもたちの特別な教育要求に見合ったプログラムの

計画 0開発。また,助成金の用途に,調査プロジェク

ト,開発された計画の効果を測定する試験的プロジェ

クト,バイリンガル教育プログラムに使用される特別

な教材の開発や普及を含む。

(b)教 師や助手,カ ウンセラーなどの他の教育補助的

な職員としてバイリンガル教育プログラムヘ参加する

人々に対 してデザインされた事前 トレーニングや,彼

らがプログラムに参加 しながら質的向上を継続させう

るようデザインされた現職教育や発展的プログラムを

提供する。

(c)(A)年 収が 3000ド ル以下,(B)社会保障法タイ

トルⅥの適用を受けている家庭環境にある子どもたち

が多 く集まる学校において,英語を話す能力が十分で

ない子 どもたちの特別な教育要求に見合った必要とさ

れる教材や設備の獲得を含めたプログラムの設立・維

持 0運営。それは,以下のような活動を通 して行われ

る一

(1)バ イリンガル教育プログラム,(2)生徒に自らの

言語 (母語)と 結びついた歴史や文化の知識を与える

プログラム,(3)学校 と家庭の緊密な協力関係を構築

するプログラム,(4)(小学校の)子 どもたちの有益

な学習活動に対する潜在能力を改善するようデザイン

されたプレスクール・プログラム,(5)特にバイリン

ガル教育プログラムに参加する親を対象とした成人教

育プログラム,(6)バイリンガル教育を必要とする中

途退学者へのプログラム,(7)公認の商業・職業・技

術学校によって運営されるプログラム,(8)こ のタイ
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トルの目的に見合った他の活動」創

これらの条項から,次のように概括できよう。「バ

イリンガル教育法」は,①英語を話す能力が十分でな

く,②英語以外の言語を使用する家庭環境にあり,③

貧困層に属する家庭の子どもたちを対象とし,④彼ら

の特別な教育要求に見合った新しく創造的な教育プロ

グラムの開発と実現に対し,⑤連邦政府が財政援助を

行う法律であった。そして,⑥この新しく創造的な教

育プログラムとは,新たに学習手段として加えられた

母語や母文化を通して,⑦他の子どもたちと同等の学

習の機会・学力の結果を獲得させるプログラムを示唆

していた。

か くして,こ れまで社会的・経済的・教育的に不利

益な立場に置かれていた言語マイノリテイに自らの母

語・文化を学習する機会を与え,さ らにそれらの維持

・発展を推奨するこの「バイリンガル教育法」は,多

元社会における民族 0人種・文化・ジェンダーなどの

多様性を肯定的に評価・承認 し,それらを社会制度に

平等・公正に反映 しなければならないとする多文化主

義に準 じた教育法であったといえる。

Ⅲ バ イ リンガル教 育要求 の最 大要 因 は ?

次に,「バイリンガル教育法」を求めるに至った最

大要因は何であったのかを検討する。

議会に最初に提出されたバイリンガル教育を求める

法案 (S.428)に 対する上院公聴会記録"を 見ると
,

「バイリンガル教育法」を要求するに至ったそもそも

の問題の所在は,ス ペイン語を話す子どもたちの学業

不振であったことがわかる。

提唱者の一人であり,公聴会の議長を務めていたテ

キサス州選出上院議員の Ro Yarboroughは ,1967年 5

月にワシントン Do C.で 開かれた公聴会初 日の開会

挨拶で次のように述べている。「私は,こ の問題 を知

って驚いた。英語以外の言語を第一言語とする子ども

たちの教育問題は,深刻かつ重要であり,注 目に値す

るものである。 ・・・私たちの学校が,ス ペイン語を

話す生徒の教育に失敗 していたことは, ドロップアウ

ト率を比較すると明らかである。南西部 5州 における

就学年数は,14歳以上のアングロ系が平均 12年 であ

ったのに対 し,ス ペイン系の名前をもつ生徒は 8.1年

しかなかった。残念ながら,我がテキサス州は最下位

に位置 し,1960年 のセンサスによると,ス ペイン系

の名前をもつ生徒は平均 4.7年 しか就学 していなかっ

た。私は,こ の状況を変えることができると期待 して



いる」
Ю。彼は,自 らの教師体験からこの問題の深刻

さを認識し,全米教育協会主催のシンポジウムなどに

も積極的に参加して問題の解決に取り組んでいた。そ

して「これはとても大きな問題であり,国家的問題ヘ

と発展 しつつある」
日とぃぅ発言からも明らかなよう

に,彼はこれを言語マイノリテイの多い南西部の特定

地域における単なる例外的な問題として片付けるので

はなく,国家を挙げて取り組むべき重大な課題と位置

づけていた。Yarboroughの 言葉に表されているよう

に,こ のようなスペイン語を話す子どもたちが抱える

教育問題に対する認識から,連邦法による「バイリン

ガル教育法」の制定が求められたのであった。

Ⅳ メキシコ系の学業不振の実態

Yarboroughが 言及 した “スペ イン語 を話す生徒"

や “スペイン系の名前をもつ生徒"と は,南西部とい
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う地域の明言により主にメキシヨ系
口の子 どもたちを

示唆 していたことがわかる。では,当 時のメキシコ系

の子 どもたちは,実際にどのような教育状況にあった

のか。

1968年から 1971年 に収集されたデータを基に保健

・教育・福祉省公民権局がまとめた「メキシヨ系アメ

リカ人の教育についての調査報告書」(Mcxican Amcri―

can Education Study Rcpo■ I― V)い によると,当時の

南西部における学校在籍率 (図 1参照)は ,第 12学

年でメキシヨ系は約 60%で あ り,他のアングロ系 86

%,黒人 66.8%と 比べると最 も低かった・ )。 つまり,

メキシヨ系の ドロップアウト率は最 も高 く,高校修了

学年までに 5人の内 2人が中退 していた。また,読解

力 (図 2参照)も 低 く,メ キシヨ系生徒の 50%～ 70

%が各学年の標準 レベルを下回っていたい
。さらに

,

留年率 (表 1参照)や過年齢率 (表 2参照)も 極めて

高 くい
,メ キシコ系の多 くは,明 らかな “おちこぼ

1971,P ll.

Anglo Mex:can Black

図 1 南西部における学校在籍率
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留年率―第 1学年一(%)

Arlzona California Colorado NewMexlco Texas Total

Anglo 5。 6 8.5 7.3 6.0

Mexlcan 14。4 9.8 9,7 14.9 22.3 15。9

Black 5。 7 19.0 20。9

留年率―第 4学年丁(%)

れ"であった。これらの負の要因が互いに影響 して学

業達成における悪循環を形成 し,ま た,こ のような学

業不振が彼 らを貧困との悪循環にも陥れていた。

では,メ キシヨ系はどうしてこのような学業不振に

陥ってしまったのか。主要な原因として,彼 らの英語

レベルの低さと不遇な教育環境の二点が挙げられる。

当時のメキシヨ系の英語 レベルを見ると,南西部にお

いて 47%の 生徒が英語 を話す ことがで きなかった

(表 3参照)口
)。 ところが,英語は学校教育成功の鍵で

75

あつた。1960年代半ばまで,ニ ューメキシヨ州を除

く南西部諸州では,英語は学校における唯一の使用言

語として各州法に定められ,学校での英語の使用は徹

底されていた国
。つまり,英語以外に教育へのアクセ

ス手段は与えられていなかったのである。英語を理解

しないメキシヨ系の子 どもたちが,入学と同時におち

こぼれてしまっていたのは当然の結果といえよう。

メキシコ系は,ど うして就学以前に十分な英語を身

につけていなかったのか。メキシヨ系の多 くは,母語
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表 1 第 1学年と第4学年における留年率の割合 :1969年

資料 :us,c"協 jssjθκ θれcjソjJ Rjgん な,να jθα4 A“
`rjε

αn Ed夕 εα′jθ4 S′況の R9θ r′ II,1971,P。 37.

表3 第 1学年において、アングロ系生徒の平均レベルの英語を話さないメキシヨ系生徒の割合

Arlzona California Colorado NewMexlco Texas Total

Anglo 0.8 0。7 0。9

Mexlcan 2.7 2.2 4。2 4.5

Black 0。7

資料 :υo So Cθ

““

jssjθれθκ CjツjJ Rjgん な,M`χ jθαれA“θrjθακ Eんθα′jθκ S′況の Rηθr′ II,1971,P。 35。

表 2 2年以上過年齢であった生徒の割合 (%)

Group 学年 Arlzona California Colorado New Mexlco Texas Total

Anglo

1 0.7 0.9 0。 7 0.4 0。 7 0。 8

0。7 0.5 2.7

0.6 2.3

4.9

Mexlcan

2.5 6.6 3。 9

12.0 6.9

10.8 16.5 9。4

10.9 2.3 6.8 10.5 5。 5

Black

0。7 0。9 3。 2

0。 7 0。 7 2.0

3.0 6.7

4.6 4.4

Arlzona California Colorado Ncw Mexlco Tcxas Southwest

30% 36% 27°/0 36% 62% 47°/o

資料 :us.c"協 jssjθκ θれcjッ jι Rjg力 ′s,″α jθακ A“
`rjε

αれ」圏 夕εα′jθκ Sr夕の R″θrr III,1972,P。 14.



であるスペイン語を第一言語としている。母国メキシ

コと隣接 した地理的要因だけでなく,独自のコミュニ

ティの発達や民族的誇 りなどから,彼 らの母語維持率

は非常に高い"。 そのような環境にあ りながら,彼 ら

の言語教育は家庭における母語の使用以外 に施 され

ず,学校入学までに十分な英語を習得するには困難な

状況にあった。そして同時に,メ キシヨ系の多 くは貧

困であり,十分な家庭教育・幼児教育が施されていな

かった。

しかし,十分な英語の修得を妨げるメキシコ系の不

遇な教育環境は,彼 らの家庭環境だけではなかった。

教育の中核であるはずの学校は,彼 らのこのような家

庭環境に配慮するどころか,それを助長 していたとも

いえる政策を取っていたcメ キシヨ系の英語習得や学

業達成を阻害 していた学校教育における要因として
,

主に次の二点が挙げられる。第一は,メ キシコ系の隔

離教育である。南西部内,各州内,さ らに学区内や学

校において,メ キシヨ系の配置は不均等 (民族的不均

衡)な 状態にあったcメ キシヨ系はメキシヨ系生徒の

占有率の高い学校に在籍する割合が高 く,南西部に学

校が 13,000校以上あるなかで,メ キシヨ系生徒の約 45

%は 生徒の半数以上が メキシヨ系か らなる 1,570校

(H。8%)に 集中し,さ らに彼らの約 21%は生徒の 80

%以上がメキシヨ系からなる約 600校 (約 5%)に在

籍 していた節
。このようなメキシコ系をいわば隔離 し

た教育は,彼 らの英語習得を妨げていたと考えられ

る。つまり,移民の子 どもたちの英語習得や文化的同

化は生徒間のインターラクションによつても大きく促

進されるが,メ キシヨ系にはこの機会が与えられてい

なかったのである。

第二は,学校におけるスペイン語 とメキシコ系文化

の排斥である。学校は,ス ペイン語の使用を禁止また

は抑止 していた。それは,ス ペイン語の使用がメキシ

ヨ系の英語習得を遅らせる最たる要因と考えられてい

たからである。学校によつては “No Spanish"と いう

ルールを設け,ス ペイン語の使用を教室内だけでなく

運動場でも禁止 していた。さらに,ス ペイン語の使用

が懲罰・体罰の対象 となっていた とい う報告 もあ

る]。 メキシコ系の子 どもたちは,そ れまで使用 した

ことのない言語環境の中に何の配慮 もないまま投げ込

まれた上に,ス ペイン語使用の禁止によって母語を媒

体としたコミュニケーション手段 も奪われていた。そ

して,メ キシヨ系文化もスペイン語同様に排斥の対象

となっていた。メキシヨ系の歴史が授業で取 り上げら

れる割合は低 く,彼 らの文化が学校に反映されること
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もなかったcメ キシヨ系は,自 らの文化や歴史につい

て学ぶ機会が与えられなかつただけでなく,それが劣

等文化とみなされていたために,差別・偏見の対象と

もなっていた“。母文化の抑圧によって自尊心を傷つ

けられ,言語的不自由さから入学と同時に劣等生の烙

印を押されたメキシヨ系は,結局,英語を理解 しない

まま勉強に遅れ,貧 しい家庭環境 と不遇な学校環境の

中で ドロップアウトしていった。

メキシヨ系の学業不振は,同化政策に基づ く学校教

育の失敗を明確に示 している。母語・母文化を否定さ

れ,英語の使用が自由でないメキシヨ系が,彼 らの独

自な背景に配慮 しない学校において,英語の習得 と学

業達成をどうして同時に達成できようか。彼 らの学業

不振は,こ のような学校システムによる必然的な結果

であったといえる。「バイリンガル教育法」の制定

は,ま さしくこのような結論に達した教育者・政治家

たちが,それまでの教育政策を根本的に覆そうとする

教育改革の実践であった。

V スペ イ ン語 の役割 とは ?

では,メ キシヨ系の学業不振が, どうして “バイリ

ンガル教育"要求へと発展 したのか。英語による授業

遂行の困難性に対する認識や,母文化への回帰・尊重

だけがその理由ではない。より積極的な評価のもと
,

メキシヨ系の母語であるスペイン語に三つの “かけ

橋"と しての役割を期待 したからであった。

第一は,英語習得への “かけ橋"で ある。上院公聴

会における証言を見ると,テ キサスエ科大学バイリン

ガルワークショップ 0デ イレクターであリスペイン語

教授の F.L.Bumpassは ,「スペイン語を話す子 ども

たちが母語を習得するように教授 し,彼 らが家庭や文

化を拒否 しないように守ることによって2神 ,私 たち

は,彼 らに学校空間で防衛的に身構えさせないように

することができる。そして,彼 ら自身の完全な知識や

認識を通 して,第二言語への心の準備をする機会が与

えられる。 00・ これらの子 どもたちが母語に精通 し

ているならば,英語へのかけ橋の構築が非常に容易に

なり,英語をより効果的に習得するようになる」
24と

述べ,英語の速やかで効率的な習得にはスペイン語の

獲得が有効である,つ まり,ス ペイン語は英語習得ヘ

のかけ橋となると述べている。テキサス州 San Antonio

の独立学区教育長 Jo Gonderは 試験的プロジェクトの

経験から,「バイリンガル教育グループの教師は,“ ス

ペイン語語句はいくつかの英語語句の理解を深める際



佐藤 純子 :「バイリンガル教育法」の終焉

の助けとなる"こ とに着目した。スペイン語での説明

は,かつての状態では困難であったかもしれない概念

の習得 を助けた」
節)と

報告 した。教育的 0社会的成功

への鍵である英語を習得させるために,英語のみの環

境に子 どもたちをただ浸すのではなく,既に身につけ

ているスペイン語の知識を利用 して英語を習得させる

という新たな教育方法が認められた。スペイン語の識

字能力の獲得が英語の識字能力獲得を容易にさせると

いう見識から,ス ペイン語は英語への “かけ橋"と し

ての役割を期待された。

第二は,文化受容への “かけ橋"である。テキサス

リ`‖McAllenの合同独立学区前会長 J.Trevinoは ,「ス

ペイン語を教科や新 しい言語の授業における道具とし

て利用すると同様に,社会的・文化的受容の指標 とし

ても利用できる。 ・・・子 どもの言語や文化を受容 し

理解することは,生徒 と教師の両者を学校 という新 し

い形式の学習経験の中に取 り入れるかけ橋 となり,そ

の自然な経路を形成させる。彼の古い知識は,獲得す

べ き新 しい知識の媒体 として使われると同時に,彼は

元来持ち合わせている知識を発達 させる」
26と ,彼 ら

の母語・母文化が,新 しいアングロ系言語・文化を習

得する際のかけ橋 となること,そ して二文化を理解す

るバイリンガルの一文化理解のモノリンガルに対する

優越性を主張 した。スペイン語の教授によつて知識的

なギャップは解消され,すべての子 どもたちに対する

教育の機会均等は実現されると期待された。

第三は,こ れまでとは視点が異なるが,国際関係構

築への “かけ橋"で ある。南西部は,潜在的に二文化

が根付 き,ス ペイン語を母国語とする国家と隣接 して

いることから,今後ますます発展が予想されるラテン

アメリカ諸国との関係強化におけるかけ橋 としての役

割が期待されていた。テキサス州立大学 EI Paso校 イ

ンターアメリカ研究所所長の Co christianは ,「南西

部全体が,合衆国とラテンアメリカとの間の言語的・

文化的かけ橋 となることができると私は信 じている。

それは,感動的な声明の繰 り返 しやすばらしい目的が

あったにも拘 らず存在することのなかった,相互理解

という構造において二つの地域を結合させる」
η)と 述

べている。Yarboroughも ,「私たちはメキシヨ系を
,

この国において,外国において,外交戦力として,平

和部隊として,多 くの場所で必要としている」
29と 述

べ,彼 らの文化的潜在力が国家の外交に有効であるこ

とを示唆した。このように,母語を媒体とすることに

よって,英語と母語の習得や学習内容の理解が確実に

達成され,それによって国際社会で活躍できる人材の

育成が期待されていた。

メキシヨ系の学業不振の克服は彼らの言語問題の克

服であり,その解決手段 として母語の有用性が承認さ

れたことによつて,バイリンガル教育は求められるよ

うになった。その有用性 とは,単 なる学習内容の理解

増進だけでなく,社会的成功に不可欠である英語習得

・文化受容や国際関係構築などの様々な “かけ橋"と

しても見出されていた。母語に対する評価 (英語習得

やアメリカ化を阻止するため捨て去るべ きもの一英語

習得や自己の確立に有効であるため維持 し発展させる

べ きもの)の転換によって,バイリンガル教育は言語

マイノリテイの学業達成に最も効果的な手段 とみなさ

れ,それを支援 0保障する「バイリンガル教育法」の

要求へ と展開したのであった。

Ⅵ 「特別な教育要求」とは ?

Yarboroughは公聴会初 日の開会挨拶で,先 に続け

て「S.428は ,ス ペイン語を話す生徒の特別な教育要

求に見合った新 しく創造的な初等・中等学校プログラ

ムを開発 し実現するための財政援助をもたらすもので

ある」")と 述べ,“ スペイン語を話す生徒は特別な教育

要求をもっている"と 明言 している。この “特別な教

育要求"と いう文言は,そのまま第 2条でも使用され

た。では,こ の「特別な教育要求」 とは,具体的にど

のような内容を示唆 していたのか。

これは,三つの側面からアプローチすることができ

よう。第一は,教育環境の側面である。アリゾナ州選

出上院議員の Po J.Fanninは ,「メキシコ系は,非情

な差別の犠牲となってきた。 ・・・スペイン語を話す

子どもたちの多 くは,英語を話す子 どもたちよりも文

化的に不利な家庭からやって来る。学校で使用されて

いる言語をほとんど知らず,家庭とは異なる言語で教

育を受けなければならない。経験に乏しく,高等教育

への意欲 も欠如 している。 (教育)機会が他の生徒 よ

りも少ないことが,彼 らの低いテス ト結果の重大な原

因となっている。しかし,彼 らの基礎学習能力を疑う

理由はどこにもない」
期と述べた。これまでも指摘 し

たように,ス ペイン語を話す生徒は,入学前に英語の

習得が困難であるという教育環境,自 己が尊重されな

い学校環境の下に置かれていた。特別な教育要求 と

は,彼 らの不利・不遇な教育環境に対する配慮の要求

であった。

第二は,言語スキルの側面である。スペイン語を話

す生徒の言語問題は,英語習得の問題だけではなかっ
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た。彼らの母語であるスペイン語においても,識字 レ

ベルが限られていた。テキサス州の州上院議員でメキ

シヨ系の J.Bemalは ,メ キシヨ系のスペイン語につ

いて,こ のように語っている。「メキシヨ系が話す言

語は,Tex― Mex(テ キサス州に居住するメキシヨ系が

話すなまりのあるスペイン語)である。この方言を話

す不幸な人々は,見 たところでは正 しいスペ イン語

も,正 しい英語 も話せない」
‖
。また,ア リゾナ州選

出上院議員の Fanninは ,「 もし,メ キシヨ系やプエル

トリコ系の子どもたちが,完全なスペイン語を話す状

態で入学 して来るのであれば,おそらく,こ れまでの

教育へのアプローチは正当化されるだろう。 しかし,

そのケースは非常に稀である。多 くの場合,彼 らのコ

ミュニケーション言語は,ス ペイン語と英語の不完全

な組み合わせである」
理と指摘 した。言語の使用が英

語だけに限られた学校で教育を受けたメキシヨ系青年

たちは,英語だけでなく,母語であるスペイン語をも

十分に習得 していなかったのである。このように,ス

ペイン語を話す子 どもたちが学業不振に陥った場合 ,

英語とスペイン語の両言語を使いこなせないという意

味における非識字 となっていた。特別な教育要求 と

は,英語の習得が困難な状態にあるだけでなく,ス ペ

イン語も完全に話すことのできない彼らの貧 しい言語

能力に対する配慮の要求であった。

第三は,歴史的な側面である。カリフォルニア州選

出上院議員の To H.Kushdは ,1848年 のアメリカー

メキシヨ戦争
33に よる領土割譲を取 り上げ,「 1848年

のグアダルーペ・イダルゴ条約
34に よつて合衆国はバ

イリンガル国家となった。南西部の土地を獲得 したこ

とによって,私 たちの国には,ス ペイン系文化やメキ

シコ系文化という大きな資産が持ち込まれた。その条

約は,特 に,メ キシヨの割譲地のスペイン語 を話す

75,000人 の居住者の文化的伝統を “保護"す るために

もたらされた」
35と

述べた。彼は,ア メリカ人となら

ざるをえなかったメキシヨ系の歴史的経緯への配慮 ,

条約にて保障された諸権利の尊重から,メ キシヨ系が

もたらした文化を資産とみなし,共生することを勧め

た。Yarboroughも ,「 (ス ペ イン語 を話す)南 西部の

人々は,こ の地に最初に到来 し,こ こ (ア メリカ)ヘ

も人生を変えるためにやつて来たのではな く,1830

年代から40年代における領土割譲によつて変わるこ

とを余儀なくされた。だから,ス ペイン語を話す人々

と他言語を話す人々の間には,論理的に歴史的差異が

ある」
36と 述べ,メ キシヨ系の言語や文化は,他 とは

異なる独自の地位にあることを認めた。このように,
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メキシヨ系はこの地における先住者であるという歴史

的経緯から,彼 らの文化遺産を保護 し尊重する教育が

要求された。

「バイリンガル教育法」を提案 した人々は,言語マ

イノリテイの生徒の実情に真正面から向き合うことに

よって,彼 らの能力発展に必要な手段 としてバイリン

ガル教育を見出し,その実施に対する連邦政府の推奨

と援助を要求 した。それは,現実的な問題 との対峙に

よって導 き出された結論に対する要求であると同時

に,歴 史的に保障された権利 に対する要求であ り,

「バイリンガル教育法」が,社会的弱者であるマイノ

リテイの立場に配慮 し,彼 らの人権を尊重する多文化

主義に基づいた教育法であることがここでも確認でき

る。

Ⅶ “No Child Left Bchind Act of 2001"

の 目的 とは ?

では,こ のような「バイリンガル教育法」に取って

換わった NCLBAと は,どのような教育法なのか。

2002年 1月 8日 ,現ブッシユ大統領の署名によっ

て, “No Child Lci Bchind Act of 2001"3・ が制定され
,

これまでの連邦法「修正初等・中等教育法」の内容が

全面的に改正された。この中で言語について言及 して

いる項目が,タ イトルⅢ「英語に十分に熟達 していな

い生徒や移民の生徒のための言語教授」 (Language ln―

struction for Lilrlitcd English Proficicnt and IInnligrant

Students)で ある。

この タイ トルは大 きく三つのパー トに分かれ,それ

ぞれ,パ ー トA〈 英語獲得・言語能力向上・学業達

成法 〉(English Language Acquisition,Language Enhancc―

ment,and Academic Achevement Act),パ ー トB〈 言

語教授教育プログラムの改善 〉(Improving Language ln―

st■lCtiOn Educationd Programs),パ ー ト C〈 一般 的条

項 〉 (Generd Pro宙 」ons)で ある38。
各パ ー ト内 にはサ

ブパー トがいくつか設けられ, より細かに分類された

条項が定められている。ここでは,パ ー トAOBの

第 2条 〈目的〉(Purposc)か ら,タ イ トルⅢの特徴を

明らかとしたい。

まず,パ ー トAの第 2条 では,次のような九つの

く目的〉を掲げている。

「(1)移民の子 どもたちや若者を含めた英語に十

分に熟達 していない子 どもたち (Limited English

Proicicnt Children39=以 下 “LEPの 子 ど も た ち "

とする)の ,十分に熟達 した英語能力の獲得,英
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語による高水準な学業達成の促進,すべての子 ど

もが達成するよう期待されるのと同様の州学習指

導要領 (State academic content)や 生徒学力達成

基準 (student academic achievement standards)の

達成を保証するよう援助する。

(2)移民の子どもたちたちや若者を含めたすべて

の LEPの子 どもたちが,コ アとなる学問的教科

において高水準を達成するよう支援する。それに

よってこれらの子 どもたちは,すべての子 どもが

達成するよう期待されるのと同様に高度の州学習

指導要領や生徒学力達成基準を達成できるように

する。これは,セ クション lHl(b)(1)40と も一

致する。

(3)LEPの 子 どもたちに教授 し,移民の子 ども

たちや若者に奉仕する,州教育行政機関,地方教

育行政機関,学校を支援するようデザインされた

高質な言語教授教育プログラム (language instruc―

tion educational programs)4)を 開発する。

(4)移民の子 どもたちや若者を含めた LEPの 子

どもたちに,すべて英語で行われる教授環境に入

る準備をさせるようデザインされた質の高い教授

プログラムを,州教育行政機関や地方教育行政機

関が提供できるように,それらの機関能力の開発

・向上を支援する。

(5)州 教育行政機関,地方教育行政機関,学校

が,言語教授教育プログラムや LEPの子 どもた

ちの英語能力向上プログラムを設置・実施・維持

できるよう,そ れらの機関能力の構築を支援す

る。

(6)LEPの 子 どもたちの親や地域のために,LEP
の子 どもたちや地域が言語教授教育プログラムヘ

参加することがで きるように促進する。

(7)移 民の子 どもたちや若者を含めた LEPの子

どもたちを英語に熟達させ,一方で,高度の州学

習指導要領や生徒学力達成基準を達成できるよう

援助するために,言語教授教育プログラムを,州

教育行政機関や地方教育行政機関へ支給される公

的助成金 (fOmula grants)を 通 して実施されるプ

ログラムヘ とシステム化する。

(8)州 教育行政機関,地 方教育行政機関,学校

に,LEPの子 どもたちの英語の熟達やコアとな

る学問的内容知識の増進に責任を負わせる。それ

は,次のことを要求する一

(A)各年度の LEPの子 どもたちの英語熟達度に

おける向上の証明

(B)移 民の子 どもたちや若者を含めた LEPの子

どもたちの年間の進歩が,セ クシヨン HH

(b)(2)40で 定められるような十分なものに

すること

(9)州教育行政機関や地方教育行政機関が,英語

教育に最 も効果的であると信 じる,LEPの子 ど

もたちの教育についての科学的に基礎づけられた

調査に基づいた言語教授教育プログラムの実施に

際 し,それらの機関に柔軟に実施する自由を与え

る」
43)

続いて,パ ー トB〈 言語教授教育プログラムの改

善〉であるが,ま ず,第 1条 〈略タイ トル名〉で,こ

のパー トを「学業達成のための言語教授教育プログラ

ム改善法」 (Improving Languagc lnstmction Educational

Programs for Academic Achicvement Act)と 口乎ぶと定

めている。

第 2条 の 〈目的〉では,「 このパー トにおける目的

は,LEPの子 どもたちが英語 を習得 し,すべての子

どもたちが達成するよう期待されるのと同等に厳密な

州学習指導要領や生徒学力達成基準を含めた教育達成

基準を達成できるように保証・援助することである。

(1)LEPの 子 どもたちに提供する教育的プログ

ラムのシステム改善や修正の促進 と,それに対す

る実施責任システムの開発

(2)言語スキルと多文化的理解の発展

(3)LEPの 子 どもたちの英語能力 と,可 能な範

囲における,そのような子 どもたちの母語スキル

の向上

(4)連邦法の下で保証されるネイテイブ・アメリ

カンの言語の特異な地位に関連 し,あ る改正を加

えたネイテイブ・アメリカンヘの類似 した援助の

付与

(5)LEPの 子 どもたちのための学校改善に焦点

を当てたデータの集積,普及,調査,教材,そ し

て技術的援助の開発

(6)LEPの 子 どもたちに接する教職員に対する

専門的な トレーニングを強化・改善するプログラ

ムの開発」“

これらの条項を概括すると,タ イトルⅢは,移民や

LEPの子どもたちの①熟達した英語能力の獲得,②

英語による高水準な学業達成の促進,③すべての子ど

もと同様の州学習指導要領や生徒学力達成基準の達成

を保証するための④ (英語獲得において)高質な言語

教授教育プログラムの開発を目的としている。そして

各教育行政機関には,そのような子どもたちが,年間



80

にどれ程英語を獲得したかを示す⑥英語熟達度の証明

と,O言語教授教育プログラムの実施に際する (英語

獲得)効果の科学的な調査を求めている。

以上のことから,こ のタイトルの下における言語マ

イノリテイヘの教育補償とは,英語の迅速な習得,英

語への速やかな移行のみを到達点とした,い わゆる英

語中心主義的教育政策を継承 していることがわかるc

パー トBで は,多文化的理解の発展や母語スキルの

向上が示唆されているが,それはあくまでも可能な範

囲内であ り,こ れらに対する具体的方法も挙げられて

いない。この く目的〉からは,マ イノリテイ文化・言

語を教育的手段 として使用し, さらに維持 0発展させ

るという多文化主義に基づいたバイリンガル教育で掲

げられていたような目的は/_・ く見られないc

Ⅷ 「バイリンガル教育法」の終焉

「バイリンガル教育法」は制定以降,教育の枠を超

えたさまざまな立場で議論され,政治運動の対象とも

なってきた。この法律が熱い議論を招いた理由は,こ

れが単なる教育の場における使用言語の問題に尽きな

いからである。バイリンガル教育問題は,民族・文化

・アイデンティティ・差別 0貧困など,多民族国家ア

メリカが民主主義的な多文化共生国家として発展をi遂

げるには避けて通れない要因を内包しているcそ れゆ

え,「バイリンガル教育法」をどう実施するかは,多

民族国家アメリカのあり方を問う大きな指標となって

いたcし かし,今度の修正法成立によって「バイリン

ガル教育法」の幕は閉 じられた。この “「バイリンガ

ル教育法」の終焉"は ,国家体制が公民権運動以降隆

盛 していた多文化主義から路線を変え,再 び同化主義

へ と再編成されたことを意味 している。

「バイリンガル教育法」は,ま さしく多文化主義に

基づいた教育=多文化教育の提供を,言語という側面

から保証 した法律であったcそ れまで使用が禁止され

ていた言語マイノリテイの母語が,教育的手段 として

積極的に使用が認められたことは,マ イノリテイの立

場から考えると劇的な改革であったに違いない。さら

に,それは言語のコミュニケーション手段 としての役

割だけでなく,その文化的役割をも重視 し,子 どもた

ちの健 /‐Nな 精神の育成を視座に母語の維持・発展をも

促 した。排斥の対象であったマイノリテイの文化も学

校教育に反映され,学習対象としても保障されるよう

になった。

これは,バ イリンガル教育が言語教育の枠に収まら

人間科学研究編 (2003年 3月 )

ず,マ イノリテイがもつ文化的独自性・多様性をも考

慮に入れた教育であったことを示唆 している。すなわ

ち「バイリンガル教育法」の目標は,言語マイノリテ

イの英語獲得・母語維持・学業達成という学校教育の

域を超え,バ イリンガル 0バ イカルチュラルなアメリ

カ人への人間教育であったと考えられる。それまでの

“文化"は ,“ アメリカ文化"か “マイノリテイの異国

文化"と いう既成文化概念に沿って分類され,子 ども

たちには盲目的な国家忠誠を誓った愛国主義の “アメ

リカ"か,反国家的であり劣等な “マイノリテイ"の

どちらか一方の “文化"し か内在されないという偏狭

な文化観に基づいていた。 しかし「バイリンガル教育

法」は,そ うした枠から解放され,複数の文化的要因

が混成して構成された “多文化"に精通する子 どもた

ちの育成を目指 した。これこそ,現代に必要とされて

いる国際的視点,多角的な見識,多言語能力,そ して

多様な社会に適応できる柔軟性や寛容性,す なわち,

多文化社会を生きるスキルを養う上で重要な教育であ

り,引 いては,多民族・多文化国家であるアメリカの

発展に貢献する人材の育成を可能にする教育ではなか

ったのだろうか。

しかし,現政権はこの多文化主義に基づいた「バイ

リンガル教育法」を否定 し,新 しく英語中心主義 (Eng―

lish Ody)事 に基づいた NCLBAを 制定 した。生徒 を

“英語の話せる生徒"と “英語の話せない生徒"に単

純に三分化 し,“英語の話せない生徒"に は “話せる

ようになるための特別なプログラムを提供する"と い

うのが,こ の修正法の主旨である。ここでは,英語不

習得の根底にある彼らの文化的・経済的・社会的要因

は考慮されていない。このような生徒の独自性・多様

性を無視 した教育政策で,本当に一人もおちこぼれを

出さずに,彼 らの英語習得や学力達成が実現できるの

だろうか。

メキシヨ系の学業不振の要因を振 り返れば,英語中

心主義がマイノリテイ生徒に有効でなかったことは既

に明らかである。当時の彼らが求めていたのは,英語

を習得するための特別なプログラムだけではない。彼

らの独自性を理解 し尊重する教師やクラスメー ト,彼

らの文化を主流文化と対等に反映 し肯定的なアイデン

テ イテ ィの確立を可能とする学校環境などが,同様

に,いやそれ以上に重要であったことに気づいたから

こそ,「バイリンガル教育法」が求められたのであ

るcどれだけのマイノリテイが,生まれもつ文化への

配慮もされずに “英語を話せない生徒"と して見下さ

れた扱いを受けながら,英語と学習内容の習得を同時
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に成 し遂げるという困難な目標を達成できるのか。私

たちは,今こそ過去の失敗や,それを克服するために

なされた挑戦から学ぶべ きではないだろうか。

アメリカは,教育現場における宗教の尊重や人種差

別の撤廃など表向きは積極的に多文化主義に取 り組ん

でいるようであるが,今 日までに 25州 が英語公用語

化 (Official English)や 反バイリンガル教育 (Anti― Bi―

lingual Education)を 定めた州法を成立させているこ

とからも明らかなように40,言
語に関しては依然 とし

て同化主義的傾向が強い。バイリンガル教育は,多額

な投資にも関わらず明白な効果が見られないという懐

疑的見解の普及,特別なバイリンガル・プログラムを

新たな隔離教育とする批判,社会的成功のための英語

獲得の絶対視・最重要視,そ して,英語が国家統一手

段であり忠誠心の現われとする愛国主義の増大などに

より,その意義が大きく見失われている。

しかし,「バイリンガル教育法」の成立 目的やその

背景にあった問題の検討により,こ の教育法の意義が

再確認された。それは,「バイリンガル教育法」が
,

メキシヨ系に対する学校教育の失敗への認識と社会的

人権尊重意識の高揚の下で,次のような教育を求めた

ところに存在すると考える。第一に社会や学校教育に

おけるマイノリテイの自らのルーッ・文化 0言語にア

クセスする権利を保障し機会を提供する教育,第二に

同化や排斥・否定ではなく差異の承認 と受容に基づい

た多様な価値を肯定するという寛容性を養う教育,第

三に国家が内包する多様性に対 し現実的に対峙する教

育である。

学校において,主流民族のみに固執 した国家観・文

化観・価値観を全生徒に押付ける教育が行なわれ続け

るならば,抑圧―被抑圧というマジョリテイとマイノ

リテイの関係はこれからも永遠に継続される。アメリ

カが差別や不平等・不公正を克服 し,真の民主主義国

家となるためには,こ れらのような多文化主義を視座

に入れた教育の実現が必須である。今後 もこの言語政

策の動向が,民主主義国家としてのアメリカの成熟度

を測る上での試金石となっていくことだろう。
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